
○
総
務
省
令
第
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
九
十
八
条
の
四
、
第
百
七
十
二
条
第
二
項
、
同
令
第

二
百
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
三
十
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
四
十

一
並
び
に
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
第
五
十
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
二
条
第
二
項
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五

十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令



（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
様
式
（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
様
式
（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書

何
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
の
要
旨

何
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
の
要
旨

一

請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･

一

請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･

･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･

･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

二

請
求
代
表
者

二

請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名

印
）

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
条
例
案
を
添
え
て
条
例
の
制
定
（
改

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
条
例
案
を
添
え
て
条
例
の
制
定
（
改

廃
）
を
請
求
い
た
し
ま
す
。

廃
）
を
請
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

〔
都
（
何
道
府
県
）
知
事
〕
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
〕
あ
て

〔
都
（
何
道
府
県
）
知
事
〕
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
〕
あ
て

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
〕
条
例
制
定
（
改

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
〕
条
例
制
定
（
改

廃
）
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

廃
）
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す

る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
様
式
（
第
九
条
関
係
）

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
様
式
（
第
九
条
関
係
）

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書

何
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
の
要
旨

何
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
の
要
旨

一

請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

一

請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･

･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･･

･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

二

請
求
代
表
者

二

請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名

印
）

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）



右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
別
紙
条
例
案
を
添
え
て
条
例
の
制
定
（
改
廃
）
を
請
求
い
た
し
ま
す
。

規
定
に
よ
り
別
紙
条
例
案
を
添
え
て
条
例
の
制
定
（
改
廃
）
を
請
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
域
連
合
の
長

あ
て

何
広
域
連
合
の
長

あ
て

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込

む
も
の
と
す
る
こ
と
。

む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す

る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書
様
式
（
第
十
三
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書
様
式
（
第
十
三
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書

都
（
何
道
府
県
）
知
事
（
何
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
（
何
委
員
会

都
（
何
道
府
県
）
知
事
（
何
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
（
何
委
員
会

若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〕
に
関
す
る
措
置
請
求
書
の
要
旨

若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〕
に
関
す
る
措
置
請
求
書
の
要
旨

一

請
求
の
要
旨･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･

一

請
求
の
要
旨･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･

･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

二

請
求
者

二

請
求
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

（
住
所
）
（
氏

名
）
（
印
）

（
住
所
）
（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印
）

右
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し

右
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し

ま
す
。

ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

備
考

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
署
名
を
記
載
す
る
こ

備
考

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
署
名
を
記
載
す
る
こ

と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
書

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
書

事
務
監
査
請
求
の
要
旨

事
務
監
査
請
求
の
要
旨

一

請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･

一

請
求
の
要
旨
（
千
字
以
内
）･･･

････
･･･
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････
･･･
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･
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･･･
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･･･
･･･

･･･
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･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･

二

監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由
（
千
字

二

監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由
（
千
字

以
内
）･･･

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
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･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･

以
内
）･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
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･･･
･･･

･･･
････

･･･
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･
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･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

三

請
求
代
表
者

三

請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名

印
）

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）



（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
監
査
を
請
求
い
た
し
ま
す
。
併
せ
て
、

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
の
監
査
を
請
求
い
た
し
ま
す
。
併
せ
て
、

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監

同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い
て
、
監

査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

〔
都
（
何
道
府
県
）
〕
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
監
査
委
員
〕
あ
て

〔
都
（
何
道
府
県
）
〕
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
監
査
委
員
〕
あ
て

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
者
署
名

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
事
務
監
査
請
求
者
署
名

簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
九
関
係
）

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書

何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書

事
務
監
査
請
求
の
要
旨

事
務
監
査
請
求
の
要
旨

一

請
求
の
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千
字
以
内
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一

請
求
の
要
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千
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以
内
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･･･
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･･･
･･･

･･･
････

･･･
･

二

監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由

二

監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由

（
千
字
以
内
）･

･･･
･･･

････
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千
字
以
内
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･･･
･･･

･･･
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三

請
求
代
表
者

三

請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名

印
）

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

右
の
と
お
り
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
事
務
の
監
査
を
請
求
い
た
し
ま
す
。
併
せ
て
、
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用

定
に
よ
り
事
務
の
監
査
を
請
求
い
た
し
ま
す
。
併
せ
て
、
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い

す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
務
監
査
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い

て
、
監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

て
、
監
査
を
行
う
機
関
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

何
広
域
連
合
の
監
査
を
行
う
機
関

あ
て

何
広
域
連
合
の
監
査
を
行
う
機
関

あ
て

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
は
、
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
者
署
名
簿
ご
と
に
つ
づ
り
込
む
も
の
と
す

る
こ
と
。

る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る

二

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る

こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
十
四
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書
様
式
（
第
十
七
条
の
十
四
関
係
）



都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
職
員
措
置
請
求
書

都
（
何
道
府
県
）
知
事
（
何
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
（
何
委
員
会

都
（
何
道
府
県
）
知
事
（
何
委
員
会
若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
長
（
何
委
員
会

若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〕
に
関
す
る
措
置
請
求
の
要
旨

若
し
く
は
委
員
又
は
職
員
）
〕
に
関
す
る
措
置
請
求
の
要
旨

一

請
求
の
要
旨･･･
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･･･
･･･

････
･･･

･･･

一

請
求
の
要
旨･･･
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

･
･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

･

二

監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由･

･･･
･･･

･･

二

監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
る
理
由････

･･･
･･

･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･･･

･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･･･

三

請
求
者

三

請
求
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

（
住
所
）

(

氏

名)
(

印)

（
住
所
）
（
職
業
）

(

氏

名)
(

印)

右
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し

右
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し

ま
す
。
併
せ
て
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い

ま
す
。
併
せ
て
、
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
請
求
に
係
る
監
査
に
つ
い

て
、
監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

て
、
監
査
委
員
の
監
査
に
代
え
て
個
別
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
よ
る
こ
と
を
求
め
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

備
考

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ

備
考

氏
名
は
自
署
（
盲
人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ

と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
一
号
様
式

第
一
号
様
式

合
併
協
議
会
設
置
請
求
書

合
併
協
議
会
設
置
請
求
書

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

一

合
併
対
象
市
町
村
の
名
称

一

合
併
対
象
市
町
村
の
名
称

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
）

二

請
求
の
内
容
（
千
字
以
内
）･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･

二

請
求
の
内
容
（
千
字
以
内
）･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････

･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･

･･･
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

三

請
求
代
表
者

三

請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印)

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印)



（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
協
議
会
を
置
く
よ
う
請
求
い
た
し
ま
す
。

右
の
と
お
り
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
協
議
会
を
置
く
よ
う
請
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
長

あ
て

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
長

あ
て

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
し
は
、
署
名
簿
ご
と
に
綴
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
し
は
、
署
名
簿
ご
と
に
綴
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別

二

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別

表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

第
八
号
様
式

第
八
号
様
式

投
票
実
施
請
求
書

投
票
実
施
請
求
書

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
の
選
挙
人
の
投
票
の
請
求

第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
の
選
挙
人
の
投
票
の
請
求

一

投
票
に
付
す
る
合
併
協
議
会
設
置
協
議

一

投
票
に
付
す
る
合
併
協
議
会
設
置
協
議

平
成
何
年
何
月
何
日
否
決

議
案
第
何
号

平
成
何
年
何
月
何
日
否
決

議
案
第
何
号

二

協
議
に
係
る
合
併
対
象
市
町
村
の
名
称

二

協
議
に
係
る
合
併
対
象
市
町
村
の
名
称

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
）

三

請
求
の
内
容
（
千
字
以
内
）･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

･･

三

請
求
の
内
容
（
千
字
以
内
）･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･

･
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･

･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･･

･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･

四

投
票
実
施
請
求
代
表
者

四

投
票
実
施
請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印)

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印)

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
係
る
合
併
協
議
会
の
規
約
案

右
の
と
お
り
、
法
第
四
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
係
る
合
併
協
議
会
の
規
約

を
添
え
て
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
選
挙
人
の
投
票
に
付
す
る
よ
う
請
求
い
た
し
ま
す
。

案
を
添
え
て
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
選
挙
人
の
投
票
に
付
す
る
よ
う
請
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

あ
て

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
選
挙
管
理
委
員
会

あ
て

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
し
は
、
署
名
簿
ご
と
に
綴
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
し
は
、
署
名
簿
ご
と
に
綴
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別

二

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別

表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

第
十
一
号
様
式

第
十
一
号
様
式

合
併
協
議
会
設
置
同
一
請
求
書

合
併
協
議
会
設
置
同
一
請
求
書

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条



第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
協
議
会
設
置
の
請
求

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
合
併
協
議
会
設
置
の
請
求

一

同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
名
称

一

同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
名
称

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
）

二

請
求
の
内
容
（
千
字
以
内
）･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･

二

請
求
の
内
容
（
千
字
以
内
）･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･

･･
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･

･･
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･

･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･

･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
･

三

一
及
び
二
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
他
の
同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
同
一
請
求
代
表
者
が
行

三

一
及
び
二
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
他
の
同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
同
一
請
求
代
表
者
が
行

う
合
併
協
議
会
の
設
置
の
請
求
に
係
る
同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
名
称
及
び
請
求
の
内
容
と
同
一
で
す
。

う
合
併
協
議
会
の
設
置
の
請
求
に
係
る
同
一
請
求
関
係
市
町
村
の
名
称
及
び
請
求
の
内
容
と
同
一
で
す
。

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
同
一
請
求
代
表
者

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
同
一
請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印)

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印)

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
同
一
請
求
代
表
者
）

（
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
同
一
請
求
代
表
者
）

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印)

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印)

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
協
議
会
を
置
く
よ
う
請
求
い
た
し
ま
す
。

右
の
と
お
り
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
協
議
会
を
置
く
よ
う
請
求
い
た
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
長

あ
て

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
長

あ
て

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
同
一
請
求
代
表
者

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
同
一
請
求
代
表
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印)

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印)

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

都
道
府
県
知
事
確
認
欄

都
道
府
県
知
事
確
認
欄

備

考

備

考

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
し
は
、
署
名
簿
ご
と
に
綴
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

一

本
請
求
書
又
は
そ
の
写
し
は
、
署
名
簿
ご
と
に
綴
り
込
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別

二

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別

表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

第
十
三
号
様
式

第
十
三
号
様
式

何
合
併
特
例
区
の
長
（
職
員
）
措
置
請
求
書

何
合
併
特
例
区
の
長
（
職
員
）
措
置
請
求
書



何
合
併
特
例
区
の
長
（
職
員
）
に
関
す
る
措
置
請
求
の
要
旨

何
合
併
特
例
区
の
長
（
職
員
）
に
関
す
る
措
置
請
求
の
要
旨

一

請
求
の
要
旨･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

一

請
求
の
要
旨･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

･･･
･･･

･･･
････

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
･･･

････
･･･

･･･
････

二

請
求
者

二

請
求
者

住
所

氏

名

印

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

生
年
月
日

性
別

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印)

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印)

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

右
の
と
お
り
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
七
条
に
お
い

右
の
と
お
り
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
四
十
七
条
に
お
い

て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙

て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙

事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し
ま
す
。

事
実
証
明
書
を
添
え
必
要
な
措
置
を
請
求
し
ま
す
。

平
成
何
年
何
月
何
日

平
成
何
年
何
月
何
日

何
市
〔
何
郡
何
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

何
市
〔
何
郡
何
町
（
村
）
〕
監
査
委
員
あ
て

備

考

備

考

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別
表
第

氏
名
は
自
署
（
目
が
見
え
な
い
者
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
別
表
第

一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。

一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
す
る
こ
と
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


